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研究成果の概要（和文）：2006年度から警察庁では犯罪被害者への医療支援として緊急避妊などの公的負担を開
始した。日本では2011年に緊急避妊薬が承認された。学校での性に関わる教育は、緊急避妊薬の情報提供だけで
なく生命倫理を含めた指導が必要である。高校生に対する授業にて「緊急避妊薬の学習をする時期」についての
回答では中学1年生および2年生で知るべきが多かった。しかし、中学校の学習指導要領保健体育に位置づけられ
ている性教育に関する記述に則ると、保健学習では「緊急避妊法」に触れることは難しいことが分かった。よっ
て、教育関係者用の性教育に関する手引書に緊急避妊薬の必要時と内容紹介の掲載及び周知徹底が先ずは重要で
あると言えた。

研究成果の概要（英文）：The National Police Agency began providing emergency contraception (EC) 
officially as a form of medical assistance to victims of sexual crimes in 2006. In 2011, EC was 
approved for general use in Japan. School curricula for sex education must provide both information 
on EC and bioethics related guidance to students. In order to elucidate the most suitable time to 
learn about EC, we administered a questionnaire about which years of students request learning of EC
 on high school students. However, conforming to the specifics of sexual education described in 
governmental guidelines for health and physical education curricula in junior high schools was found
 to increase the educators’ difficulty in discussing about EC in health studies. Based on these 
findings, it was concluded that the first important step is to include specific and basic 
information on EC, when they are necessary, in sex education manuals used by educators and ensure 
the extensive dissemination of this information.

研究分野： 健康教育
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１．研究開始当初の背景 
(1) 日本の青少年の性行動は、直近の調査結
果から不活発化が生じていると言われてい
るが、女子高校生の性交経験率は 20％を越え
ている。また近年、人工妊娠中絶者数は減少
しているものの、10 歳代、20 歳代の若年者
の人工妊娠中絶者数は依然として多く、性と
生殖に関する健康の観点からも大変危惧す
べきことである。16～49 歳の女性のうち、
人工妊娠中絶経験者は 16.3％、そのうち反復
人工妊娠中絶者は 29.4％と報告されている。
人工妊娠中絶減少に対して有効な経口避妊
薬（oral contraceptive 以下、OC）、銅付加
子宮内避妊具(Intrauterine Device 以下、
IUD）、緊急避妊法などが利用できる現在に
おいて、また人工妊娠中絶後の障害のひとつ
として子宮外妊娠などのリスクが高まる可
能性があること、結果として続発不妊、産科
合併症、精神的トラウマを招くことを鑑みれ
ば、反復中絶者の数値はより低く抑えられる
べきものである。人工妊娠中絶防止の積極的
な推進や避妊指導の充実は妊孕性の維持か
らも必要である。特に、10 歳代では、他の
年齢層に比較して、妊娠週数が大きくなって
から中絶が実施されていることからも、学校
における性に関わる教育の場での啓発が大
切である。 
 
(2) 日本家族計画協会「2012 年度の電話相談
にみる思春期の性の悩み」によると、女子の
電話相談内容は、全体の 29.3%が緊急避妊に
該当した。その相談者を校種別にみると小学
生、中学生、高校生で 3.1％、10.3％、27.9％
である。この現状からも予期せぬ妊娠を避け
る方法の一つとして、緊急避妊薬の正しい情
報の提供が必要と考えられた。 
 
(3) 2011 年 2 月に「望まない妊娠」を防ぐ
ための緊急避妊薬が日本国内でも承認され
た。緊急避妊法(Emergency Contraception
以下、EC)とは、避妊を行わなかった場合あ
るいは避妊に失敗した際に、それに引き続い
て起こりうる妊娠を回避するための避妊法
と定義される。これまで性交後避妊法または
事後避妊法という名称で知られてきたもの
であるが、諸外国においてレイプ被害にあっ
た女性を救済する手段の 1つとして妊娠を防
ぐことが重要視されたことや、その実施に際
しての緊急性を強調する必要性があったこ
とからこの名称でよばれるようになった。
「緊急避妊薬」とは、避妊措置に失敗したま
たは避妊措置を講じなかった性行為後、緊急
的に服用するものであり、黄体ホルモンが成
分の薬で、性交から 72 時間以内に 2 錠の錠
剤を飲むことで、妊娠を約 80％阻止できる。
警察庁は、2006 年度からは犯罪被害者への
医療支援として、緊急避妊などの公費負担を
開始した。現在、すべての都道府県で、レイ
プ被害を親告し、緊急避妊用の中用量ピルを
希望する女性に無料で渡している。EC の存

在意義は、望まない妊娠やそれに続く人工妊
娠中絶を防ぐこと、とくに、宗教的・経済的・
身体的事由などから人工妊娠中絶を受ける
ことができない環境にある人々に対し、事後
の避妊として望まない妊娠を避ける最後の
機会を提供することにある。望まない妊娠は
女性が身体的・精神的・社会的に良好な状態
であることを妨げるものであるが、それに続
く出産と子育てはこれらに加えてさらに重
大な社会的責任・リスクを負わせるものであ
ることから、望まない妊娠を回避する機会は
最大限の保障を与えられなければならない。
近年では HIV/AIDS その他の性感染症が蔓
延する中でコンドームの使用による感染予
防と避妊を期待する声が高まっているが、そ
の一方でコンドームの不適切な使用や事故
(破損・脱落など)が望まない妊娠を引き起こ
しているという問題も指摘されている。コン
ドームのみならず、ペッサリーや IUD の脱
落、OC の紛失・飲み忘れ、さらにはレイプ
をはじめとする性犯罪に遭遇するなどの事
態が起こる限り、望まない妊娠やそれに続く
人工妊娠中絶という問題は避けることがで
きない。このような現状において、使用方法
が比較的簡単であり、人工妊娠中絶に比して
身体的・精神的・経済的負担が軽く、広く一
般に受容されやすい方法である EC のもつ
意義は大きいといえる。望まない妊娠やそれ
に引き続く人工妊娠中絶の結果として受け
る身体的・精神的・経済的負担を回避し得る
緊急避難的な避妊法として、EC は必要不可
欠なものである。避妊経験が少なくその技術
が未熟である若い女性ほど望まない妊娠を
する危険性が高い傾向にあること、とまど
い・恐怖心・無知などから周囲への妊娠の報
告・相談の時期や病院へ行く時期が遅くなり
この結果、母体にとってより危険で負担の大
きい中期中絶が他の年代よりも多くなると
いう問題がある。年齢が低年齢であればある
ほど、望まない妊娠やそれに続く人工妊娠中
絶あるいは出産という経験が与える身体
的・精神的負担、社会的リスクは大きく、生
涯にわたって影響するものと考えられる。こ
のような見解において、思春期の若者の望ま
ない妊娠こそ回避する必要性が高い。 
 
２．研究の目的 
性犯罪被害対策及び人工妊娠中絶防止を目
的として、緊急避妊薬情報を含めた、学校で
の性教育方法の検討が必要であると考えた。
学校における性に関わる教育では、緊急避妊
薬の情報提供のみではなく、生命倫理を含め
た指導が必要である。よって、生徒を対象に
行った質問紙調査および学校関係者を対象
にした調査の結果から、緊急避妊薬の認知の
状況を明らかにし、さらに児童生徒のニーズ
を踏まえ、全ての発達段階の子どもが学校教
育において、緊急避妊薬を周知し、適切な行
動選択を可能とするために必要な関わりを
検討することとし、その結果を学校現場およ



び教員養成方策の充実へ還元することを狙
いとした。 
 
３．研究の方法 
(1) 児童生徒や学生の性に関する知識、態度
や行動及びその保護者、養護教諭、担任、管
理職などの教職員の性に関わる教育の知識
や態度及び方法について、質問紙調査および
面接調査等によってデータを収集した。得ら
れたデータを用いて、学校における性に関わ
る教育への必要要因や教育上の諸問題につ
いて分析および解明を行なった。さらに、現
場教員や教員養成系大学学生らとも性に関
わる教育内容および指導方法を検討した。こ
れらを踏まえて、学校における性に関わる教
育の内容や方法を明らかにした。 
 
(2) 高校生に対する授業 
A県高等学校普通科の2学年の男女120名(男
子 58 名／女子 62 名)に高等学校 2 学年を対
象とした緊急避妊薬の内容を含めた男女理
解および高校生における交際に関する保健
指導を実施した。さらに、保健指導である介
入前、介入直後、介入 4ヶ月後に無記名自記
式質問紙調査の実施および得られた結果の
統計解析を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 2013 年に実施した学生 183名に対する調
査結果の分析は以下の通りである。緊急避妊
薬について、看護系は約 90％、教育学系は約
50％が「知っている」と回答した。教育学系
の学生の緊急避妊薬の情報はインターネッ
ト(男子 45.8％、女子 30.8％)、友人(男子
37.5％、女子 46.2％)から得ることが多かっ
た。教育系女子の中には避妊が失敗した際、
緊急避妊薬を知らず、経過観察していたこと
から、緊急避妊薬の存在を知り、避妊に失敗
した際に必要な策を講じられるようにして
いく必要のあることが示唆された。また、緊
急避妊薬の知識の確認では、教育学系の男女、
看護系の女子それぞれに、「日本の薬局で購
入することができる」「定期的に服用するこ
とができる」と誤った回答があった。そのた
め、正しい知識をもてるように関わっていく
必要があることがわかった。 
 
(2) 高校生に対する授業から次のことが明
らかとなった。 
① 緊急避妊薬に関する情報を与える際には
正しい情報の入手方法を教える必要がある。
② 緊急避妊薬の入手方法や服用期間は実例
をあげて説明する。 
③ 自分自身のことのようにイメージできる
教材の検討が必要である。 
 
(3) 高校生に対する授業において「緊急避妊
薬の学習をする時期」についての回答からは
中学 1年生および 2年生で知るべきとの回答
が多かった。しかし、中学校の学習指導要領

保健体育に位置づけられている性教育に関
する記述に則ると、保健学習では「緊急避妊
法」に触れることは難しいことが分かった。 
 
(4) 全ての発達段階の子どもが学校教育に
おいて、緊急避妊薬を周知し、適切な行動選
択を可能とするためには、教育関係者用の性
教育に関する手引書に緊急避妊薬を紹介す
る文言の掲載が先ず必要であると言えた。 
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